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教育相談について

さつそく明日から第
一回定期教育相談が始まります。旭中学校では、生徒のみなさん

の毎日の生活の中で、悩んでいることや困つていること・心配していることなど、どんなこ

とでも相談に応じます。気軽に話をしていきましょう。
・勉強・学級・部活動のこと
・友人0先輩・先生0家の人との関係
0人に疑われたり、からかわれたりしている
。物をいたずらされて困つている な ど

どんなことでもかまいません。みなさんの話を充分に聞き、
一緒に考えていきます。話を

しているだけで気持ちが軽くなることもあるでしょう。また、秘密は絶対に守ります。

自分からすすんで教育相談を利用して、楽しい中学校生活にしていきましょう。

*教 育相談の利用のしかた

①年に3回の定期教育相談 (年度初め。夏休み明け。後期)を利用し、いろいろなこと

を相談してください。定期教育相談は、学級担任の先生から同時が指定されます。

事前にアンケート用紙を配り、「今の状況」を確認することもあります。

②休み時間や放課後などに、学級担任や相談したい先生に直接申し出てください。

③学級担任の先生を通じて、相談したい先生に取り次いでもらってください。

④自分から申し出にくい場合には、職員室前の『相談ポスト』を利用してください。
・「相談カード」に学級・氏名。相談したい内容・相談したい先生などを記入し、

相談ポストに入れてください。相談カードは教室にありますが、他の紙に記入し

てもかまいません。後 日、係や相談したい先生から実施 日時を連絡します。

⑤誰にも知られたくない時には、手紙や電話でも相談できます。

*教 育相談受付係の先生

すべての先生が教育相談を行いますが、教育相談受付係の先生は次の4人です。
0全学年→鈴木先生・大田先生  2年 →吉村先生  3年 →上田先生

(毎週火曜日には、臨床心理士の大野美都子先生も来校し、相談活動を行います。

「スクールカウンセラー利用の約束」は、別プリントでお知らせします。)

保護者のかたヘ

教育相談は生徒だけでなく、保護者の方からでも結構です。お子さまの学校生活の

ことや子育てに関することなど、電話でもかまいません。ぜひ利用してください。
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